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研究成果の概要（和文）：　わが国の債権譲渡担保やサービサー法などにおいてしばしば法律構成として用いら
れるようになった取立委任（債権者が第三者に債権の取立権限を付与すること）に関して、ドイツ法において発
展してきた取立授権（Einziehungsermaechtigung）に関するドイツにおける議論を参考にして、わが国の手続法
においてそれが果たすことになる機能（訴訟追行権との関係、承継執行文の付与との関係、請求異議の訴えにお
ける異議事由との関係など）について考察した。

研究成果の概要（英文）：   With reference to the German discussion on “Einziehungsermaechtigung” 
that has developed over the years in German law, I clarified the function of the “delegation of 
collection of monetary claims”---a creditor giving a third party the right to collect his own 
monetary claim, which has become often used as a legal constitution in the collateral of claims 
transfer and the servicer law in Japan---in the Japanese Civil Procedure Law, such as relationship 
with the right to prosecute, the grant of the successor sentence, and the objection reasons in the 
action to oppose compulsory execution.

研究分野： 民事訴訟法
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１．研究開始当初の背景 
 
 本研究が対象とする「取立委任」とは、委
託に基づいて債権の取立権限を付与するこ
とであり、対象債権について受任者が自己に
対する給付を求めることができる実体的地
位を付与するものである。このような法事象
の存在自体は比較的古くから認識されてい
たところであり、特に実体法の研究において
は、他人間の権利関係への介入が生じる法現
象として「授権」の一類型（取立授権
Einziehungsermächtigung）と把握されることが
あった（於保不二雄『財産管理権論序説』
（1954）、伊藤進「授権（Ermächtigung）概念
の有用性」（1966）など）。 
 もっとも、「授権」に関するわが国の研究
は、その多くが処分授権を中心になされてお
り、必ずしも取立授権が授権研究の中核的な
位置を占めていたわけではなかった（取立授
権概念の肯否をめぐるドイツ法の議論につ
いて、木村常信「取立授権」（1978）や清水
千尋「取立授権に関する一考察（一）」（1987）
に紹介があったにとどまる）。 
 また、わが国の手続法の研究においても、
取立委任裏書が任意的訴訟担当の典型例と
紹介されることがあった他は、わが国の取立
委任に関する考察はさほど多くなされてい
たわけではなかったように思われる（ドイツ
における任意的訴訟担当と取立授権の関係
については、八田卓也「任意的訴訟担当の許
容性について（一）～（三）」（1999）におい
て紹介されている）。 
 このような状況の中で、近年の金融システ
ムにおいて取立委任の存在感が次第に増し
てきていた。例えば、最判平成 13 年 11 月 22
日民集 55 巻 6 号 1056 頁は、取立権留保型の
債権譲渡担保について、確定的な債権譲渡で
あるとしたうえで、譲受人から譲渡人に対す
る取立権限の付与が付加されたものである
と法律構成している。また、サービサー法に
おいては、サービサーは自己の名をもって一
切の裁判上の行為を行う権限があるものと
され（同法 11 条 1 項）、サービサーは取立委
任を受けて債権の取り立てを行う受託回収
の場合でも、任意的訴訟担当としてその債権
を行使することが認められている。 
 もっとも、このような取立委任という法律
構成は、専らある特定の場面において非債権
者が自身に対する給付を請求することを実
体的に正当化することを目的になされてい
るにすぎず、そこではこのような請求をする
ことができる実体法上の地位を受任者が取
得することが自明視されているにとどまり、
このような地位が付与されることが手続法
上どのような意義及び機能を有するのかと
いう点に関しては、いまだに十分に整理され
ていない状況にあった。 
 
２．研究の目的 
 

 取立委任によって付与される権限は、実体
法上の権利ないし請求権ではなく、非債権者
が自身に対する給付を請求することを実体
的に正当化するものである、というところま
では確かである。もっとも、取立委任によっ
て付与された権限が手続法においていかな
る意義及び機能を有するのかを明らかにし
なければ、受任者が訴訟手続や執行手続を用
いて履行を求めることが可能であるかとい
った根本的な問題すらも明らかにならず、取
立委任がわが国の法体系で果たす役割や、法
律構成として取立委任を組み込んでいる法
制度が持つ意味も十分に明らかにはならな
い。そこで、取立委任という法律構成の意義
が増大しつつある状況からすると、取立委任
についてわが国の法体系における手続法上
の位置づけを明確化しておく必要がある。 
 
３．研究の方法 
 
（1）ドイツ法の検討 
 ドイツにおいては、古くは取立授権という
法制度を解釈上是認することができるかに
ついて、激しい議論が展開されていた。その
後、取立授権を法制度として是認する考え方
が通説化していったが、このような通説を前
提として、いかなる事案において取立授権の
存在を肯定することができるのかという問
題について、裁判例や学説の議論が展開され
ているところであった。そこで、わが国にお
ける取立委任の議論の蓄積が僅少な状況に
あることから、古くから取立授権に関する議
論の蓄積があるドイツ法に目を向けること
が有益であると考えた。具体的には、取立授
権の制度が定着するまでの歴史を詳細に振
り返ることとし、その上で取立授権がどのよ
うな内容を持った制度として定着している
のか、また、いかなる場合に取立授権の効力
が是認され得るのかといった点について、ド
イツ法における学説上の議論や裁判例の分
析を通じて明らかにすることとした。 
 
（2）日本法の検討 
 わが国において取立委任という法律構成
がなされてきた事象に関する議論の歴史や
現状を調査し、わが国における取立委任の理
論的な現状を明らかにした上で、ドイツ法の
検討によって得られた成果を基に、わが国の
法制度との異同を明らかにしながら、取立委
任の手続法上の意義ないし機能（例えば、訴
訟追行権との関係、承継執行文の付与との関
係、請求異議の訴えにおける異議事由との関
係など）を明らかにしていくこととした。そ
の際の検討材料として、近年取立委任に依拠
して法律構成されている事象（債権譲渡担保
やサービサー法）に加えて、取立委任裏書（隠
れた取立委任裏書を含む）や代理受領に関し
ても、考察の対象に加えることとした。 
 
４．研究成果 



 
（1）ドイツ法の取立授権 
 ドイツの取立授権に関しては、当初は債権
を行使することができる者が単純に増加す
ることを認めることになるという点に着目
して、このような法制度を是認することはで
きないという見解も存在したが、債務者は一
回的な給付義務を負うのみであるなどの反
論がなされ、次第にこのような法制度を是認
する方向に向かうことになった。 
 その後、取立授権と任意的訴訟担当の関係
が若干問題となっていたが、本研究との関係
では特に、取立授権がいかなる場合に効力を
認めることができるかという点について、第
三者に対して債権の移転を伴わずに強制執
行のみを委託する場合や、債権の移転の場面
において新債権者が旧債権者に対して取立
権限を留保する場合を念頭に、裁判例や学説
の議論が活発化したことが注目される。 
 前者に関しては、権利行使の可能性の重複
が生じる態様での授権によっては、承継執行
文の付与を肯定することはできないという
問題点などが指摘された（ただし、ドイツの
強制執行制度の下では、それによって二重執
行が行われる危険は僅少であるという反論
もなされている）。 
 後者に関しては、まず、担保目的の債権譲
渡の場面においては、当初は譲受人からの譲
渡人に対する取立授権の効力を否定する判
例も存在したが、担保目的の債権譲渡という
法制度を是認するのであれば、取立授権の効
力は当然肯定されるべきであり、それによっ
て（請求異議の訴えにおいて問題となる）実
体適格を肯定することができる等の批判に
よって、取立授権の効力を肯定する方向に落
ち着いた。これに対して、社会扶助実施機関
が被扶助者から法律の規定に基づいて取得
した扶養請求権の行使の権限を被扶助者に
付与した場合についても、裁判例は取立授権
の効力を肯定することができるかについて
結論が分かれたところであり、この問題を巡
って学説上の議論も活発になされたが、後の
連邦通常裁判所の判決において、社会法典違
反により無効とする判断がなされている。 
 
（2）日本法における問題点 
 第一に、債権譲渡担保（取立権留保型）の
法的構成として、最高裁は、債権譲渡と取立
権限の付与（留保）の組み合わせであると説
明しており、この点においてはドイツ法の法
的構成との近似性を指摘することができる。
そして、このような法律構成によって、債務
者の譲渡人に対する請求異議の訴えの棄却
を導くことができるのも同様であると考え
られる。ただし、わが国においては、給付受
領権のみを付与する取立委任契約があり得
るところ、譲渡人に対して給付受領権のみが
付与されたと評価される場合においても、同
様に請求異議の訴えの棄却を導くことがで
きるのかという点は、問題になり得るところ

であるように思われる。仮にこれを否定する
のであれば、（請求異議の訴えにおいて問題
となる）実体適格の有無の判断において、債
権譲渡担保におけるような取立権限は、単な
る給付受領権限以上のものを有していると
いうことになる。その差異の内容が仮に訴訟
追行権の有無であるのであれば、請求異議の
訴えに被告が勝訴するためには、訴訟追行権
を有するような権限を有することが必要で
あるということになろう。 
 第二に、第三者に対して債権の移転を伴わ
ずに強制執行のみを委託する場合に関して
は、サービサー法が明文の規定によってこれ
を認めている（同法 11 条 1 項）。もっとも、
委託対象の債権が仮に有名義債権であった
場合は、サービサーが強制執行を行うために
は、承継執行文の付与が必要となるところ
（民執 27 条 2 項）、その要件（同 23 条 1 項 3
号）を満たすか否かについては、理論的な説
明が与えられていない。このような場合の執
行委託の法律構成としては、取立権限や給付
受領権限の付与が考えられるところ、いずれ
の構成によっても委任者に対する弁済の効
力は必ずしも否定されないため、ドイツ法の
議論によれば承継執行文の付与は認められ
ないことになる。もっとも、日本法において
は、当事者を交替させる執行文の付与は、権
利行使の可能性が重複する場合においても
認められるため（同 23 条 1 項 2 号参照）、ド
イツ法の議論を直接日本法の解釈論として
流用することが適切であるかは疑問が残る
ところである。加えて、取立委任には訴訟追
行権限が認められる取立権限の付与から単
なる給付受領権限の付与までのように、ある
種のグラデーションが存在するように思わ
れるため、どの水準であれば承継執行文の付
与の要件を満たすのかという問題はあり得
るところであり、この点は前段落の最後の問
題意識と共通の基盤を有する問題であろう。 
 仮に第一及び第二の問題点に関して、取立
権限と給付受領権限の効果を明確に区別す
ることとした場合、取立権限の付与がいかな
る場合に認められるのかという問題点が浮
上することになる。ドイツ法においては、あ
たかも債権者であるかのように振舞わせる
ことが仕組まれている実体法的な法律関係
が背後にあるかということが、一応の基準と
して見出され得るように思われるが、これと
任意的訴訟担当が許容される範囲との関係
をどのように考えるべきかという問題が生
じ得ることになろう。 
 本研究においては、ドイツ法との比較研究
によって、日本法における取立委任を巡る手
続法上の問題点を洗い出すことについて、一
定の成果を上げたものと考えている。もっと
も、今後詰めなければならない点が残されて
いるところであり、さらなる成果の公表に向
けて継続して考察を重ねていくこととした
い。 
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